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12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER

国　税／ 給与所得者の年末調整 
 今年最後の給与を支払う時

国　税／ 給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書及び保険料
控除申告書の提出 

 今年最後の給与を支払う前日
国　税／ 11月分源泉所得税の納付 

 12月10日
国　税／ 10月決算法人の確定申告 

（法人税・消費税等） 1月4日

国　税／ 4月決算法人の中間申告 
 1月4日

国　税／ 1月、4月、7月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 1月4日

地方税／ 固定資産税・都市計画税（第
3期分）の納付 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

　医療費控除の添付書類について、令和2年分確定申告から医療
費等の領収書の提示・提出は終了し、医療費控除の明細書又は医
療保険者等の医療費通知書のみとなります。なお、医療費控除の
明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年間は、
税務署から領収書の提示等を求められる場合があります。



12 月号─2

　

雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
に
は
、

失
業
さ
れ
た
方
が
、
安
定
し
た
生
活

を
送
り
つ
つ
、
一
日
も
早
く
再
就
職

で
き
る
よ
う
求
職
活
動
を
支
援
す
る

た
め
の
給
付
と
し
て
、「
求
職
者
給

付
」
が
あ
り
ま
す
。

　
「
求
職
者
給
付
」
に
は
、
一
般
被

保
険
者
に
対
す
る
「
基
本
手
当
」、

高
年
齢
被
保
険
者
（
六
十
五
歳
以
上

で
あ
っ
て
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者

及
び
日
雇
労
働
被
保
険
者
以
外
の

者
）
に
対
す
る
「
高
年
齢
求
職
者
給

付
金
」、
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者

（
季
節
的
業
務
に
期
間
を
定
め
て
雇

用
さ
れ
て
い
る
者
等
）に
対
す
る「
特

例
一
時
金
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
基
本
手
当
（
い
わ
ゆ
る
失

業
手
当
）
を
中
心
に
、
Q
＆
A
形
式

で
そ
の
内
容
や
手
続
き
を
説
明
し
ま

す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　

基
本
手
当
は
会
社
を
退
職

す
る
と
誰
で
も
受
け
ら
れ
る

も
の
で
し
ょ
う
か
？

　

退
職
す
れ
ば
必
ず
受
け
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
定

の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
の
み
受

給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　

受
給
要
件
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
し
ょ
う
か
？

　

基
本
手
当
は
、
一
定
の
被

保
険
者
期
間
や
失
業
の
状
態

に
あ
る
こ
と
が
受
給
の
た
め
の
要
件

と
さ
れ
ま
す
。

㈠
　
被
保
険
者
期
間

　

原
則
と
し
て
、
離
職
前
二
年
間
に

被
保
険
者
期
間
注
が
一
二
か
月
以
上

必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
倒
産
・
解
雇
等
の
理
由

に
よ
り
離
職
し
た
場
合
や
、
期
間
の

定
め
の
あ
る
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
離
職
し
た
場
合
は
、

離
職
前
一
年
間
に
被
保
険
者
期
間
が

通
算
し
て
六
か
月
以
上
必
要
で
す
。

泫
　
被
保
険
者
期
間
の
算
定
方
法

　

被
保
険
者
期
間
と
は
、
離
職
日
か

ら
遡
っ
て
一
か
月
ご
と
に
区
切
っ
た

期
間
に
、
賃
金
支
払
い
の
基
礎
と
な

る
日
数
が
十
一
日
以
上
あ
る
月
、
ま

た
は
賃
金
支
払
の
基
礎
と
な
っ
た
労

働
時
間
数
が
八
〇
時
間
以
上
あ
る
月
※

を
一
か
月
と
し
て
計
算
し
ま
す
。

※　

令
和
二
年
八
月
一
日
よ
り
追
加

さ
れ
た
算
定
方
法
で
す
。

　

な
お
、
離
職
前
二
年
間
（
倒
産
・

解
雇
等
の
場
合
は
一
年
間
）
に
疾

病
、
負
傷
、
出
産
、
育
児
な
ど
の
理

由
に
よ
り
引
き
続
き
三
〇
日
以
上
賃

金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
に

よ
り
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
日
数
を
加
え
た
期
間

（
加
算
後
の
期
間
が
四
年
間
を
超
え

る
と
き
は
四
年
間
が
最
長
）
に
よ
り

受
給
に
必
要
な
被
保
険
者
期
間
が
あ

る
か
判
断
し
ま
す
。

㈡
　
失
業
の
状
態

　

基
本
手
当
は
、
雇
用
の
予
約
や
就

職
が
内
定
及
び
決
定
し
て
い
な
い
失

業
の
状
態
に
あ
る
方
に
の
み
支
給
さ

れ
ま
す
。
失
業
の
状
態
と
は
、
次
の

条
件
を
全
て
満
た
す
場
合
を
い
い
ま

す
。

・　

積
極
的
に
就
職
し
よ
う
と
す
る

意
思
が
あ
る
こ
と
。

・　

い
つ
で
も
就
職
で
き
る
能
力

（
健
康
状
態
・
環
境
な
ど
）
が
あ

る
こ
と
。

・　

積
極
的
に
仕
事
を
探
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
職
業
に

就
い
て
い
な
い
こ
と
。

　

こ
の
た
め
、
妊
娠
、
出
産
、
育
児

や
病
気
、
ケ
ガ
で
す
ぐ
に
就
職
で
き

な
い
（
こ
の
場
合
は
、
受
給
期
間
の

延
長
制
度
注
が
あ
り
ま
す
）、
就
職

す
る
つ
も
り
が
な
い
、
家
事
に
専

念
、
学
業
に
専
念
、
会
社
な
ど
の
役

員
に
就
任
し
て
い
る
（
活
動
や
報
酬

が
な
い
場
合
は
、
住
居
所
を
管
轄
す

る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
）、
自
営
業
の
方
な
ど
は
、
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

泫
　
受
給
期
間
の
延
長

　

基
本
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
は
、
離
職
日
の
翌
日
か
ら
一

年
間
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受

給
期
間
と
い
い
ま
す
。

　

離
職
日
の
翌
日
か
ら
一
年
以
内
に

三
〇
日
以
上
継
続
し
て
職
業
に
就
く

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
受
給
期

間
の
延
長
申
請
を
行
う
こ
と
で
、
本

来
の
受
給
期
間
一
年
に
働
け
な
い
日

数
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
、
職
業
に

就
く
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た

後
に
、
受
給
手
続
が
で
き
ま
す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　

受
給
す
る
に
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
か
？

雇
用
保
険
の

基
本
手
当
Q
＆
A

（
制
度
改
正
案
内
を
含
む
）

Q� 1Q� 2

Q� 3

A� 1A� 2



3─12月号

　

受
給
手
続
を
し
た
日
か

ら
、
原
則
と
し
て
四
週
間
に

一
回
の
失
業
認
定
日
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
指
定
さ
れ
た
日
）
に
住
居
所
を

管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
行
き
、

失
業
し
て
い
る
こ
と
の
認
定
を
受
け

て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
基
本
手
当
を
受
け
る
た
め

に
必
要
な
書
類
（
離
職
票
と
い
い
、

退
職
後
に
会
社
を
経
由
し
て
交
付
さ

れ
ま
す
）
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出

し
て
か
ら
七
日
間
は
待
期
期
間
と
さ

れ
、こ
の
期
間
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
正
当
な
理
由
の
な
い
自
己
都

合
に
よ
る
離
職
等
に
よ
り
給
付
制
限

を
受
け
る
場
合
、
給
付
制
限
期
間
が

経
過
し
た
後
の
認
定
日
か
ら
支
給
と

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
従
来
の
給
付
制
限
期
間
は

「
三
か
月
」と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

令
和
二
年
十
月
一
日
以
降
に
離
職
さ

れ
た
方
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
自

己
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
五
年
間
の
う
ち
二
回
ま
で

は
給
付
制
限
期
間
が
「
二
か
月
」
と

な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
直
近
の
離
職
日
か
ら
遡

っ
た
五
年
間
に
、
令
和
二
年
十
月
一

日
以
降
の
自
己
都
合
退
職
が
二
回
以

上
あ
る
と
き
は
、
従
来
ど
お
り
三
か

月
の
給
付
制
限
期
間
で
す
。

　

ま
た
、
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き

重
大
な
理
由
で
退
職
さ
れ
た
方
の
給

付
制
限
期
間
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど

お
り
三
か
月
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　

基
本
手
当
は
何
日
分
受
給

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？
。

　

基
本
手
当
の
所
定
給
付
日

数
は
、
雇
用
保
険
の
被
保
険

者
で
あ
っ
た
期
間
、
年
齢
、
離
職
理

由
、
就
職
困
難
者
で
あ
る
か
否
か
に

よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

　

自
己
都
合
退
職
者
の
場
合
、
被
保

険
者
で
あ
っ
た
期
間
（
賃
金
支
払
基

礎
日
数
一
一
日
以
上
等
の
要
件
は
あ

り
ま
せ
ん
。）
で
決
定
し
、
九
〇
日

か
ら
一
五
〇
日
の
範
囲
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

倒
産
や
解
雇
等
の
理
由
に
よ
り
離

職
し
た
方
（
特
定
受
給
資
格
者
）
ま

た
は
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約

が
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り

離
職
し
た
方
（
一
部
の
「
特
定
理
由

離
職
者
」
に
該
当
す
る
方
）
に
つ
い

て
は
、
所
定
給
付
日
数
が
手
厚
く
な

る
場
合
が
あ
り
、
年
齢
と
被
保
険
者

で
あ
っ
た
期
間
に
よ
り
九
〇
日
か
ら

三
三
〇
日
の
範
囲
で
決
定
さ
れ
ま

す
。

　

障
害
者
等
の
就
職
が
困
難
な
方
も

所
定
給
付
日
数
が
手
厚
く
設
定
さ

れ
、
年
齢
と
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期

間
に
よ
り
一
五
〇
日
か
ら
三
六
〇
日

の
範
囲
で
決
定
さ
れ
ま
す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　

基
本
手
当
は
、
一
か
月
で

ど
の
程
度
受
給
で
き
る
の
で

す
か
？　

正
確
な
金
額
は
住
居
所
を

管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に

提
出
し
た
離
職
票
に
基
づ
き
計
算
さ

れ
ま
す
が
、
給
与
の
総
支
給
額
に
よ

り
概
ね
以
下
の
と
お
り
で
す
（
厚
生

労
働
省
H
P
よ
り
）。

・　

平
均
し
て
月
額
一
五
万
円
程
度

の
場
合
、
支
給
額
は
月
額
一
一
万

円
程
度

・　

平
均
し
て
月
額
三
〇
万
円
程
度

の
場
合
、
支
給
額
は
月
額

一
六
・
五
万
円
程
度
（
離
職
時
の

年
齢
が
六
〇
歳
以
上
六
五
歳
未
満

の
方
は
月
額
一
三
・
五
万
円
程
度
）

※　

お
お
よ
そ
の
計
算
式
は
、（
離

職
前
六
か
月
の
給
与
支
給
額
の

合
計
／
一
八
〇
）
×
給
付
率
で

す
。
給
付
率
は
、
離
職
時
の
年

齢
、
賃
金
に
よ
り
、
四
五
％
〜

八
〇
％
に
な
り
ま
す
。

※　

給
付
額
に
は
、
上
限
・
下
限

が
あ
り
ま
す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　

失
業
の
認
定
日
か
ら
ど
の

く
ら
い
で
、
基
本
手
当
は
口

座
に
入
金
さ
れ
ま
す
か
？

　

失
業
の
認
定
日
の
約
七
日

後
に
、
受
給
手
続
時
に
指
定

し
た
口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　

失
業
中
は
求
職
活
動
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
？

　

原
則
と
し
て
、
前
回
の
認

定
日
か
ら
今
回
の
認
定
日
の

前
日
ま
で
（
二
八
日
間
）
に
二
回
以

上
の
求
職
活
動
が
必
要
で
す
。

　

求
職
活
動
の
実
績
に
該
当
す
る
も

の
と
し
て
、
求
人
へ
の
応
募
、
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
等
が
行
う
職
業
相
談
・
職

業
紹
介
等
、
許
可
・
届
出
が
あ
る
民

間
機
関
が
行
う
職
業
相
談
・
職
業
紹

介
等
、
公
的
機
関
等
が
行
う
各
種
講

習
・
セ
ミ
ナ
ー
、
個
別
相
談
が
で
き

る
企
業
説
明
会
等
の
受
講
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　

単
な
る
職
業
紹
介
機
関
へ
の
登

録
、
知
人
へ
の
紹
介
依
頼
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
・
新
聞
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

等
で
の
求
人
情
報
閲
覧
等
だ
け
で

は
、
求
職
活
動
実
績
に
は
該
当
し
ま

せ
ん
。
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12 月号─4

　令和3年4月1日より、個々の労働者の
多様な特性やニーズを踏まえ、70歳まで
の就業機会の確保について、一定措置を制
度化することが事業主の努力義務※とされ
ます。
※　この改正は、定年の70歳への引上げ
を義務付けるものではありません。

１　現行制度（65歳まで・義務）
　現行制度では、高年齢者雇用確保措置と
して次のいずれかの措置を講じることが義
務づけられています。
①　65歳までの定年引上げ
②　65歳までの継続雇用制度の導入
③　定年廃止
２　新設制度（70歳まで・努力義務）
　65歳から70歳までの就業機会を確保す
るため、高年齢者就業確保措置として、次
の①〜⑤のいずれかの措置を講ずる努力義
務が設けられます。

①　70歳までの定年引上げ
②　70歳までの継続雇用制度の導入
③　定年廃止
④　高年齢者が希望するときは、70歳ま
で継続的に業務委託契約を締結する制度
の導入
⑤　高年齢者が希望するときは、70歳ま
で継続的に次のaまたはbに従事できる
制度の導入
a　事業主が自ら実施する社会貢献事業
b　事業主が委託、出資（資金提供）等
する団体が行う社会貢献事業
※　雇用以外の措置（④および⑤）によ
る場合には、労働者の過半数を代表す
る者等の同意を得た上で導入する必要
があります。

　高齢者雇用に関しては、厚生労働省のほ
か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構のホームページにもマニュアルや
事例集等が公開されています。

高年齢者雇用安定法の改正

　ジョブ・カードとは、「生涯を通じたキ
ャリア・プランニング」および「職業能力
証明」の機能を担うツールであり、個人の
キャリアアップや、多様な人材の円滑な就
職等を促進するため、労働市場インフラと
して、キャリアコンサルティング等の個人
への相談支援のもと、求職活動、職業能力
開発などの各場面において活用するもので
す。「ジョブ・カード制度総合サイト」（厚
生労働省）においては、ジョブ・カードの
メリットや作成の流れなどが案内されてい
ます。
　作成の際は、所定の様式（PDF）を印刷
して手書きで作成、様式（Excel）を使って
作成することのほか、インターネット上の
「ジョブ・カード作成支援WEB」を用いる
方法もあります。
※　従来の窓口とされていた「ジョブ・カ
ードセンター」は、今年4月1日から「キ
ャリア形成サポートセンター」に変わり、
全国各地に窓口が設けられています。

ジョブ・カードの作成　
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